
○飯能市立小・中学校の通学区域に関する規則

昭和６１年４月１日

教委規則第３号

改正 昭和６３年８月１日教委規則第２号

平成元年１０月２日教委規則第１１号

平成２年１０月３１日教委規則第７号

平成４年５月１日教委規則第２号

平成５年３月２９日教委規則第６号

平成６年１月４日教委規則第１号

平成６年３月１日教委規則第２号

平成８年７月１日教委規則第４号

平成１２年７月７日教委規則第７号

平成１６年１２月２８日教委規則第６号

平成１７年３月２９日教委規則第１号

平成２０年３月３１日教委規則第６号

平成２３年３月２５日教委規則第５号

平成２５年３月２５日教委規則第２号

平成２５年６月２８日教委規則第６号

平成３１年３月２９日教委規則第２号

令和３年２月４日教委規則第１号

注 平成１２年７月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第１条 この規則は、飯能市立小・中学校管理規則(昭和３２年教育委員会規則第６号)第

１６条の規定に基づき、飯能市立小・中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定め

るものとする。

(通学区域)

第２条 学校の通学区域は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和６３年教委規則第２号)

この規則は、昭和６４年４月１日から施行する。



附 則(平成元年教委規則第１１号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成２年教委規則第７号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成４年教委規則第２号)

この規則は、平成５年４月１日から施行する。

附 則(平成５年教委規則第６号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成６年教委規則第１号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成６年教委規則第２号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成８年教委規則第４号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成１２年教委規則第７号)

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則(平成１６年教委規則第６号)

この規則は、平成１７年１月１日から施行する。

附 則(平成１７年教委規則第１号)

この規則は、平成１７年４月２日から施行する。

附 則(平成２０年教委規則第６号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成２３年教委規則第５号)

この規則は、平成２３年３月２６日から施行する。

附 則(平成２５年教委規則第２号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成２５年教委規則第６号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成３１年教委規則第２号)

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則(令和３年教委規則第１号)



この規則は、令和３年４月１日から施行する。

別表第１(第２条関係)

(平１７教委規則１・全改、平２０教委規則６・平２３教委規則５・平２５教委

規則２・平２５教委規則６・平３１教委規則２・一部改正)

学校名 通学区域

飯能第一小学校 [住居表示実施区域]

山手町

本町

八幡町１番１号から１番７号まで、１番１９号、１番２０号、２番

から７番まで、８番６号から８番１７号まで、８番２０号から８番

２２号まで及び９番から２６番まで

柳町２０番から２４番まで

仲町

稲荷町

南町

[住居表示実施区域外]

大字飯能

原町

大字原町

大字久下

大字中山２８１番、２８４番１、２８５番１、２８６番１、２８７

番、２８７番２、２８７番５、２８８番から３０４番まで、３１４

番から３６２番まで、３６３番２及び３６５番から７６９番まで

大字大河原

大字永田

永田台一丁目

永田台二丁目

永田台三丁目

飯能第二小学校 [住居表示実施区域外]

大字久須美

大字小瀬戸



大字小岩井

大字中藤下郷字堂西、字野口入、字堂向、字野口向(１番から４１番

まで、６８６番から７３３番まで)

南高麗小学校 [住居表示実施区域外]

大字岩渕

大字下畑

大字上畑

大字苅生

大字下直竹

大字上直竹下分

大字上直竹上分

加治小学校 [住居表示実施区域外]

大字笠縫

大字川寺

大字落合

大字双柳２１８番１から２８１番４まで、６９０番２、６９３番

１、６９３番３、６９４番１、６９４番４、６９５番１から６９５

番３まで、６９６番、６９７番２から６９７番５まで及び６９８番

１

精明小学校 [住居表示実施区域外]

大字下加治

大字小久保

大字宮沢

大字平松

大字川崎

大字下川崎

大字芦苅場

大字双柳１２８５番１から１２９５番まで、１３０５番から１３０

６番９まで、１３０７番１の一部及び１３１９番２から１４５３番

４まで

原市場小学校 [住居表示実施区域外]



大字原市場

大字下赤工

大字上赤工

大字赤沢

大字唐竹

大字中藤下郷(字堂西、字野口入、字堂向、字野口向(１番から４１

番まで、６８６番から７３３番まで)を除く。)

大字中藤中郷

大字中藤上郷

大字南１番から３３３番まで及び３６５番から８０７番まで

富士見小学校 [住居表示実施区域]

八幡町１番８号から１番１８号まで、８番１号から８番５号まで、

８番１８号、８番１９号、８番２３号及び８番２４号

新町

東町

柳町１番から１９番まで、２５番及び２６番

[住居表示実施区域外]

大字中山１５２番２、２１５番１、２１５番６から２１５番８ま

で、２１８番２、２６２番１、２６２番４、２６２番６、２６３番

から２８０番まで、２８２番から２８３番４まで、２８４番２、２

８４番３、２８５番２から２８５番６まで、２８６番２から２８６

番４まで、２８７番３、２８７番４、２８７番６、３６３番１及び

３６３番５から３６４番５まで

栄町

緑町

大字双柳１番から３９５番まで(２１８番１から２８１番４までを除

く。)３９８番から４５０番まで、４８８番２、４８８番１２、４９

１番２、４９１番４及び４９１番７

大字青木

大字中居

加治東小学校 [住居表示実施区域外]



大字双柳７００番台のうち一般国道２９９号以南の区域

大字岩沢

大字阿須

双柳小学校 [住居表示実施区域外]

大字新光

大字双柳１番から１５０９番まで(１番から４５０番、４８８番２、

４８８番１２、４９１番２、４９１番４、４９１番７、６９０番

２、６９３番１、６９３番３、６９４番１、６９４番４、６９５番

１から６９５番３まで、６９６番、６９７番２から６９７番５ま

で、６９８番１、７００番台の一般国道２９９号以南の区域、１２

８５番１から１２９５番まで、１３０５番から１３０６番９まで、

１３０７番１の一部及び１３１９番２から１４５３番４までを除

く。)

美杉台小学校 [住居表示実施区域外]

大字前ヶ貫

茜台一丁目

茜台二丁目

茜台三丁目

大字矢颪

征矢町

美杉台一丁目

美杉台二丁目

美杉台三丁目

美杉台四丁目

美杉台五丁目

美杉台六丁目

美杉台七丁目

名栗小学校 [住居表示実施区域外]

大字下名栗

大字上名栗

奥武蔵小学校 ［住居表示実施区域外］



＊町名に係る番号について、住居表示実施区域は、街区符号(又は住居番号)で、住居表

示実施区域外は、地番(又は地番の元番)で表記した。

別表第２(第２条関係)

(平１７教委規則１・全改、平２０教委規則６・平２３教委規則５・平２５教委

規則２・平２５教委規則６・平３１教委規則２・令３教委規則１・一部改正)

大字坂石町分

大字坂石

大字吾野

大字上長沢

大字高山

大字北川

大字坂元

大字南川

大字白子

大字平戸

大字虎秀

大字井上

大字長沢

大字南３３４番から３６４番まで

学校名 通学区域

飯能第一中学校 [住居表示実施区域]

八幡町１番８号から１番１８号まで、８番１号から８番５号まで、

８番１８号、８番１９号、８番２３号及び８番２４号

柳町１番から１９番まで及び２５番から２６番まで

新町

東町

[住居表示実施区域外]

大字中山１５２番２、２１５番１、２１５番６から２１５番８ま

で、２１８番２、２６２番１、２６２番４、２６２番６、２６３番

から２８０番まで、２８２番から２８３番４まで、２８４番２、２

８４番３、２８５番２から２８５番６まで、２８６番２から２８６



番４まで、２８７番３、２８７番４、２８７番６、３６３番１及び

３６３番５から３６４番５まで

栄町

緑町

大字下加治

大字小久保

大字宮沢

大字平松

大字川崎

大字下川崎

大字新光

大字芦苅場

大字双柳１番から１５０９番まで(２１８番１から２８１番４まで、

６９０番２、６９３番１、６９３番３、６９４番１、６９４番４、

６９５番１から６９５番３まで、６９６番、６９７番２から６９７

番５まで、６９８番１、７００番台の一般国道２９９号以南の区域

を除く。)

大字青木

大字中居

南高麗中学校 [住居表示実施区域外]

大字岩渕

大字下畑

大字上畑

大字苅生

大字下直竹

大字上直竹下分

大字上直竹上分

原市場中学校 [住居表示実施区域外]

大字原市場

大字下赤工

大字上赤工



大字赤沢

大字唐竹

大字中藤下郷(字堂西、字野口入、字堂向、字野口向(１番から４１

番まで、６８６番から７３３番まで)を除く。)

大字中藤中郷

大字中藤上郷

大字南１番から３３３番まで及び３６５番から８０７番まで

大字下名栗

大字上名栗

飯能西中学校 [住居表示実施区域]

山手町

本町

八幡町１番１号から１番７号まで、１番１９号、１番２０号、２番

から７番まで、８番６号から８番１７号まで、８番２０号から８番

２２号まで及び９番から２６番まで

柳町２０番から２４番まで

仲町

稲荷町

南町

[住居表示実施区域外]

大字飯能

原町

大字原町

大字久下

大字中山２８１番、２８４番１、２８５番１、２８６番１、２８７

番、２８７番２、２８７番５、２８８番から３０４番まで、３１４

番から３６２番まで、３６３番２及び３６５番から７６９番まで

大字久須美

大字小瀬戸

大字大河原

大字小岩井



大字永田

永田台一丁目

永田台二丁目

永田台三丁目

大字中藤下郷字堂西、字野口入、字堂向、字野口向(１番から４１番

まで、６８６番から７３３番まで)

加治中学校 [住居表示実施区域外]

大字双柳２１８番１から２８１番４まで、６９０番２、６９３番

１、６９３番３、６９４番１、６９４番４、６９５番１から６９５

番３まで、６９６番、６９７番２から６９７番５まで、６９８番

１、７００番台の一般国道２９９号以南の区域

大字岩沢

大字笠縫

大字川寺

大字阿須

大字落合

美杉台中学校 [住居表示実施区域外]

大字前ヶ貫

茜台一丁目

茜台二丁目

茜台三丁目

大字矢颪

征矢町

美杉台一丁目

美杉台二丁目

美杉台三丁目

美杉台四丁目

美杉台五丁目

美杉台六丁目

美杉台七丁目

奥武蔵中学校 ［住居表示実施区域外］



＊町名に係る番号について、住居表示実施区域は、街区符号(又は住居番号)で、住居表

示実施区域外は、地番(又は地番の元番)で表記した。

大字坂石町分

大字坂石

大字吾野

大字上長沢

大字高山

大字北川

大字坂元

大字南川

大字白子

大字平戸

大字虎秀

大字井上

大字長沢

大字南３３４番から３６４番まで


